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電気工事業を 営む皆さ ん の 手引き  

問合せ先（ 担当）  

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 

都庁第二本庁舎 20 階北側 

東京都 環境局 環境改善部 環境保安課 火薬電気担当 

電  話  03-5388-3553（ ダイ ヤルイ ン）  

     https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/electric/ 

こ の手引き は、 電気工事業を 営む皆さ んにぜひ知っ ておいて

いただき たい法律「 電気工事二法」 の手引き と し て作成し たも

のです。  

記載し てある 内容は要点のみにと ど めていま すので、 不明な

点があり ま し たら 下記あてにお尋ねく ださ い。  

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/electric/
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電気工事業を営む皆さ んの手引き について 
 

電気工事業者は、 「 電気工事士法（ 昭和 35 年法律第 139 号） 」 及び「 電気工事業の業務の適

正化に関する 法律（ 昭和 45 年法律第 96 号。 以下、 「 電気工事業法」 と いう 。 ） 」 の法令で定

めら れた事項を遵守し なければなり ま せん。  

「 電気工事士法」 は、 電気工事の作業に従事する 者の資格及び義務を定め、 電気工事の欠陥に

よ る 災害の発生の防止に寄与する こ と を目的と し ていま す。  

ま た、 「 電気工事業法」 は、 電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行う こ と によ

り 、 需要家の設置する 一般用電気工作物等及び自家用電気工作物によ る 感電、 電気火災、 電波障

害等の機縁及び障害の発生を防止し 、 その業務の適正な実施を確保し 、 一般用電気工作物等及び

自家用電気工作物の保安の確保に資する こ と を目的と し ていま す。  

こ の手引き は、 電気工事業を営む皆さ んにぜひ知っておいていただき たい２ つの法律「 電気工

事士法」 及び「 電気工事業法」 （ いわゆる 、 「 電気工事二法」 ） の手引き と し て作成し たも ので

す。 ご活用いただければ幸いです。  
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電気工事二法に係る 主な用語の解説 
本手引き で使用する 電気工事二法に係る 主な用語の解説です。  

電気工作物に係る 用語の解説 

電気工作物 

電気工作物は、 電気事業法（ 昭和 39 年法律第 170 号） 上、 発電、 蓄電、 変電、 送電若し く は

配電又は電気の使用のために設置する 機械、 器具、 ダム、 水路、 貯水池、 電線路その他の工作物

（ 船舶、 車両又は航空機に設置さ れる も のその他の政令で定める も のを除く 。 ） の総称です。 こ

の電気工作物は、 用途、 受電電力及び電圧によ り 区分さ れま す。  

ま ず、 電気工作物は、 事業用電気工作物と 一般用電気工作物（ 電気事業法第 38 条第 1 項に規

定する 一般用電気工作物をいう 。 以下同じ 。 ） に大き く 区分さ れま す。 事業用電気工作物の内訳

と し て、 電気事業（ 一般送配電事業、 送電事業、 配電事業、 特定送配電事業、 一部の発電事業）

の用に供する 電気工作物と 自家用電気工作物に分類さ れま す。 電気工作物のう ち、 一般用電気工

作物等（ 一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物（ 電気事業法第 38 条第 3 項に規定する

小規模事業用電気工作物をいう 。 以下同じ 。 ） ） 及び自家用電気工作物（ 小規模事業用電気工作

物、 発電所、 変電所、 最大電力 500kW 以上の需要設備を除く 。 ） の電気工事を業と し て行う た

めには、 電気工事業の登録が必要です。 なお、 こ こ でいう 需要設備と は、 電気を使用する ため

に、 その使用の場所と 同一の構内（ 発電所又は変電所の構内を除く 。 ） に設置する 電気工作物の

こ と をいいま す。  

一般用電気工作物等 

一般用電気工作物等と は、 一般用電気工作物及び小規模事業用電気工作物をいま す。  

一般用電気工作物と は、 電圧 600V 以下で受電し 、 その受電場所と 同一の構内で電気を使用す

る 電気工作物です。  

一般的には、 一般家庭、 商店等の屋内配電設備などの電気工作物が該当し ま す。 ま た、 小規模

発電設備（ 電圧 600V 以下。 以下同じ 。 ） のう ち、 10kW 未満の太陽電池発電設備も 一般用電気

工作物に含ま れま す。  

第 1 章 電気工事二法のあら ま し  
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ただし 、 電圧 600V 以下の低圧で電気を使用する 電気工作物であっても 、 電圧 600V を超える

高圧で受電する 中小ビル等の電気工作物は、 一般用電気工作物ではないので注意が必要です。  

小規模事業用電気工作物と は、 小規模発電設備のう ち、 出力 10kW 以上 50kW 未満の太陽電

池発電設備及び出力 20kW 未満の風力発電設備のこ と をいいま す。  

なお、 電気事業法及び電気工事二法が改正さ れ、 令和 5 年（ 2023 年） 3 月 20 日に施行さ れま

し た。 こ れに伴い、 施行前に「 一般用電気工作物」 と 呼んでいたも のは、 「 一般用電気工作物

等」 と なり ま し た。  

自家用電気工作物 

電気事業法でいう 自家用電気工作物と は、 事業用電気工作物のう ち、 電気事業の用に供する 電

気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物と さ れていま す。  

電気工事業法及び電気工事士法でいう 自家用電気工作物と は、 こ のう ち、 一部（ 小規模事業用

電気工作物、 発電所、 変電所、 最大電力 500kW 以上の需要設備） を除く 電気工作物、 換言すれ

ば、 最大電力 500kW 未満の需要設備の電気工作物を指し ま す。 以下、 特に断り のない場合、 こ

の自家用電気工作物の範囲のこ と を指し ま す。 一般的には、 中小ビルの設備などの電気工作物が

該当し ま す。  

 

（ 参考）  

図 1 に、 電気工作物の区分と 電気工事二法の規制対象の範囲を示し ま す。  

 

電気工作物 

一般用電気工作物 事業用電気工作物 

 電気事業法でいう 自家用電気工作物 電気事

業の用

に供す

る 電気

工作物 

 小規模発電設備 最大電力 500kW 未満

の需要設備 
発電所、 変電所、  

最大電力 500kW 以上

の需要設備 

 
小規模事業用

電気工作物 

一般用電気工作物等 電気工事業法・   

電気工事士法での 

自家用電気工作物 

 

電気工事二法の規制対象 
電気工事士法・ 電気工事業法の

規制対象外 

図 1  電気工作物の区分と 電気工事二法の規制対象の範囲 
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電気工事に係る 用語の解説 

電気工事 

 一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し 、 又は変更する 工事（ 軽微な工事は除

く 。 ） をいいま す。  

ま た、 家庭用電気機械器具の販売に付随し て販売業者が行う 工事（ 幹線に係る 工事等は除

く 。 ） は電気工事から 除かれま すが、 電気工事士がその作業に従事する 必要があり ま す。  

一般用電気工事 

 一般用電気工作物等に係る 電気工事のこ と をいいま す。  

自家用電気工事 

 自家用電気工作物に係る 電気工事のこ と をいいま す。  

軽微な工事 

電気工事には含ま れない軽微な工事は、 次のと おり です。  

① 電圧 600V 以下で使用する 差込み接続器、 ねじ 込み接続器、 ソ ケッ ト 、 ロ ーゼッ ト その他

の接続器又は電圧 600V 以下で使用する ナイ フス イ ッ チ、 カッ ト アウ ト ス イ ッ チ、 ス ナッ

プス イ ッ チその他の開閉器にコ ード 又はキャ ブタ イ ヤケーブルを接続する 工事 

② 電圧 600V 以下で使用する 電気機器（ 配線器具を除く 。 ） 又は電圧 600V 以下で使用する

蓄電池の端子に電線（ コ ード 、 キャ ブタ イ ヤケーブル及びケーブルを含む。 ） をねじ 止め

する 工事 

③ 電圧 600V 以下で使用する 電力量計若し く は電流制限器又はヒ ュ ーズを取り 付け、 又は取

り 外す工事 

④ 電鈴、 イ ンタ ーホーン、 火災感知器、 豆電球その他こ れら に類する 施設に使用する 小型変

圧器（ 二次電圧が 36V 以下のも のに限る 。 ） の二次側の配線工事 

⑤ 電線を支持する 柱、 腕木その他こ れら に類する 工作物を設置し 、 又は変更する 工事 

⑥ 地中電線用の暗渠又は管を設置し 、 又は変更する 工事 

簡易電気工事 

自家用電気工作物に係る 電気工事のう ち、 電圧 600V 以下で使用する 自家用電気工作物に係る

電気工事（ 電線路に係る も のを除く 。 ） をいいま す。  
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特殊電気工事 

特殊電気工事は次の 2 種類があり ま す。  

種類 内容 

ネオン工事 

自家用電気工作物に係る 電気工事のう ち、 ネオン用と し て設置さ れる 分電

盤、 主開閉器（ 電源側の電線と の接続部分を除く 。 ） 、 タ イ ムス イ ッ チ、

点滅器、 ネオン変圧器、 ネオン管及びこ れら の附属設備に係る 電気工事 

非常用予備発電

装置工事 

自家用電気工作物に係る 電気工事のう ち、 非常用予備発電装置と し て設置

さ れる 原動機、 発電機、 配電盤（ 他の需要設備と の間の電線と の接続部分

を除く 。 ） 及びこ れら の附属設備に係る 電気工事 

軽微な作業 

電気工事のう ち、 電気工事士等の資格がなく ても 、 作業に従事する こ と ができ る 作業のこ と で

す。 し かし 、 軽微な作業は、 電気工事ですので、 他の者から 依頼を受けて軽微な作業を施工する

場合は、 電気工事業者である 必要があり ま す。  

軽微な作業は、 自家用電気工事と 一般用電気工事でそれぞれ次のよ う に定義さ れていま す。  

(1) 自家用電気工事の軽微な作業 

自家用電気工事のう ち、 次の①から ⑫ま での作業以外の作業及び第一種電気工事士が従

事する ①から ⑫ま での作業を補助する 作業 

① 電線相互を接続する 作業（ 電気さ く の電線を接続する も のを除く 。 ）  

② がいし に電線（ 電気さ く の電線及びそれに接続する 電線を除く 。 ③、 ④及び⑧におい

て同じ 。 ） を取り 付け、 又はこ れを取り 外す作業 

③ 電線を直接造営材その他の物件（ がいし を除く 。 ） に取り 付け、 又はこ れを取り 外す

作業 

④ 電線管、 線樋、 ダク ト その他こ れら に類する 物に電線を収める 作業 

⑤ 配線器具を造営材その他の物件に取り 付け、 若し く はこ れを取り 外し 、 又はこ れに電

線を接続する 作業（ 露出型点滅器又は露出型コ ンセント を取り 換える 作業を除く 。 ）  

⑥ 電線管を曲げ、 若し く はねじ 切り し 、 又は電線管相互若し く は電線管と ボッ ク ス その

他の附属品と を接続する 作業 

⑦ 金属製のボッ ク ス を造営材その他の物件に取り 付け、 又はこ れを取り 外す作業 

⑧ 電線、 電線管、 線樋、 ダク ト その他こ れら に類する 物が造営材を貫通する 部分に金属

製の防護装置を取り 付け、 又はこ れを取り 外す作業 

⑨ 金属製の電線管、 線樋、 ダク ト その他こ れら に類する 物又はこ れら の附属品を、 建造

物のメ タ ルラ ス 張り 、 ワ イ ヤラ ス 張り 又は金属板張り の部分に取り 付け、 又はこ れら

を取り 外す作業 

⑩ 配電盤を造営材に取り 付け、 又はこ れを取り 外す作業 
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⑪ 接地線（ 電気さ く を使用する ためのも のを除く 。 以下こ の条において同じ 。 ） を自家

用電気工作物（ 自家用電気工作物のう ち最大電力 500kW 未満の需要設備において設

置さ れる 電気機器であって電圧 600V 以下で使用する も のを除く 。 ） に取り 付け、 若

し く はこ れを取り 外し 、 接地線相互若し く は接地線と 接地極（ 電気さ く を使用する た

めのも のを除く 。 以下同じ 。 ） と を接続し 、 又は接地極を地面に埋設する 作業 

⑫ 電圧 600V を超えて使用する 電気機器（ 電気さ く 用電源装置を除く 。 ） に電線を接続

する 作業 

(2) 一般用電気工事の軽微な作業 

一般用電気工事のう ち、 次の（ ア） 、 （ イ ） の作業以外の作業及び電気工事士が従事す

る （ ア） 、 （ イ ） の作業を補助する 作業 

（ ア） 自家用電気工事の軽微な作業の①から ⑩ま で及び⑫の作業 

（ イ ） 接地線を一般用電気工作物等（ 電圧 600V 以下で使用する 電気機器を除く 。 ） に取り

付け、 若し く はこ れを取り 外し 、 接地線相互若し く は接地線と 接地極と を接続し 、 又

は接地極を地面に埋設する 作業 
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電気工事士等に係る 用語の解説 

電気工事士 

 電気工事士と は、 第一種電気工事士及び第二種電気工事士のこ と をいいま す。  

第一種電気工事士 

第一種電気工事士の免状の交付を受けている 者を第一種電気工事士と いいま す。 第一種電気工

事士は、 一般用電気工事及び自家用電気工事（ 特殊電気工事を除く 。 ） の作業に従事する こ と が

でき ま す。 第一種電気工事士であっても 、 特殊電気工事の作業には、 特殊電気工事資格者認定証

の交付を受けている 者でないと 従事でき ま せん。  

第二種電気工事士 

第二種電気工事士の免状の交付を受けている 者を第一種電気工事士と いいま す。 第二種電気工

事士は、 一般用電気工事の作業にのみ従事する こ と ができ ま す。  

なお、 第二種電気工事士の免状では、 電圧 600V 以下の低圧部分であっても 自家用電気工事に

は従事する こ と はでき ま せん。 ただし 、 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている 者は、 自

家用電気工事のう ち、 簡易電気工事のみに従事する こ と ができ ま す。  

旧電気工事士の免状については、 第一種電気工事士免状への切り 替えの手続き をし ていない場

合、 現行法における 第二種電気工事士の免状と みなさ れま す。  

特殊電気工事従事者 

ネオン工事又は非常用予備発電装置工事の特種電気工事資格者認定証の交付を受けている 者を

いいま す。 特殊電気工事従事者は、 交付を受けている 特殊電気工事について従事する こ と ができ

ま す。 特殊電気工事資格者は、 ある 特殊かつ限定的な分野のみに従事でき る 特例的資格である の

で、 自家用電気工事及び一般用電気工事に一般的に従事でき る わけではあり ま せん。  

認定電気工事従事者 

認定電気工事従事者認定証の交付を受けている 者をいいま す。 自家用電気工事のう ち簡易電気

工事の作業にのみ従事する こ と ができ ま す。  
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主任電気工事士 

主任電気工事士は、 資格ではあり ま せん。 一般用電気工事の業務を行う 営業所ごと に、 一般用

電気工作物等に係る 電気工事の作業を管理さ せる ため、 第一種電気工事士、 又は第二種電気工事

士免状の交付を受けた後、 経済産業省又は都道府県に登録又は届出さ れている 電気工事業者の下

で、 電気工事に関し 3 年以上の実務の経験を有する 第二種電気工事士を、 主任電気工事士と し て

置かなければなり ません。  
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電気工事業に係る 用語の解説 

電気工事業 

有償・ 無償に関係なく 電気工事の全部又は一部の施工を反復・ 継続し て行う 事業をいいます。  

電気工事業者 

電気工事を行う 事業者のこ と であり 、 登録電気工事業者、 通知電気工事業者、 みなし 登録電気

工事業者及びみなし 通知電気工事業者をいいま す。  

登録電気工事業者 

電気工事業法第 3 条第 1 項の登録又は同条第 3 項の更新の登録を受けて一般用電気工作物等の

み又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物に係る 電気工事業を営む者をいいま す。  

みなし 登録電気工事業者 

建設業法第 2 条第 3 項に規定する 建設業者（ 以下、 「 建設業者」 と いう 。 業種は問わない。 ）

であって、 電気工事業法第 34 条第 4 項の規定によ り 経済産業大臣（ 産業保安監督部長） 又は都

道府県知事に事業開始の届出を行って一般用電気工作物等のみ又は一般用電気工作物等及び自家

用電気工作物に係る 電気工事業を営む者をいいま す。  

なお、 建設業法第 3 条第 1 項の許可を受けただけでは電気工事業を営むこ と はでき ま せんの

で、 建設業者が電気工事業を開始し たと き は、 電気工事業の開始の届出を行う 必要があり ま す。  

通知電気工事業者 

電気工事業法第 17 条の 2 第 1 項の規定によ る 通知をし た自家用電気工作物のみに係る 電気工

事業を営む者をいいま す。  

みなし 通知電気工事業者 

建設業者であって、 電気工事業法第 34 条第 5 項の規定によ り 経済産業大臣（ 産業保安監督部

長） 又は都道府県知事に事業開始の通知を行って、 自家用電気工作物のみに係る 電気工事業を営

む者をいいま す。  
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「 電気工事士法」 における 遵守事項 

電気工事に従事する こ と ができ る 者（ 第 3 条）  

 電気工事士等の従事可能な電気工事の範囲は、 図 2 と おり です。 図 2 に示す電気工作物の電気

工事について、 軽微な作業を除き 、 電気工事士等以外の者が電気工事の作業に従事する こ と は禁

止さ れていま す。  

一般用電気工事 
自家用電気工事 

 簡易電気工事 特殊電気工事 

     

図 2  電気工事士等の従事可能な電気工事の範囲 

注： 軽微な工事（ P.3） は、 電気工事ではない。  

軽微な作業（ P.4,5） は、 電気工事ではある が、 電気工事士等の資格は必要ない。  

 

違反し た場合 

電気工事の作業の従事に必要な電気工事士、 又は特殊電気工事資格者の規程（ 図 2 参照） に違

反し た者は、 3 カ月以下の懲役ま たは 3 万円以下の罰金に処さ れま す。 （ 第 14 条）  

なお、 営業主が被用者と 共謀のう え被用者に違反行為を実行さ せた場合は、 営業主も 共謀共同

正犯と し て処罰さ れる ほか、 当該違反行為を教唆し 、 又はほう 助し た場合も それぞれ教唆犯、

ほう 助犯と し て処罰さ れる こ と になり ま す。  

電気工事士等の義務（ 第 5 条）  

電気工事士、 特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者が電気工事の作業に従事する と き

は、 次の 3 項目を守ら なければなり ま せん。  

① 「 電気設備に関する 技術基準を定める 省令」 で定める 技術基準に適合する よ う にその作業す

る こ と  

② 電気工事士免状、 特種電気工事資格者認定証、 認定電気工事従事者認定証を携帯し ている こ

と  

③ 氏名を変更し たと き は、 免状を交付し た都道府県知事に申請し 、 免状を書き 換える こ と  

第一種電気工事士 

特殊電気工事

資格者 第二種電気工事士 
認定電気工事

従事者 
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第一種電気工事士の定期講習の義務（ 第 4 条の 3）  

第一種電気工事士は免状の交付を受けた日から 5 年以内に、 自家用電気工作物の保安にかかる

講習（ 定期講習） を受講する こ と が義務づけら れていま す。 こ の講習を受講し た日以降も 、 5 年

以内ごと に定期講習を受講する 必要があり ま す。  

なお、 平成 25 年度から は、 経済産業大臣の指定を受けた講習機関が行う 講習をご自分で選択

し て受講する 制度と なり ま し た。 本手引き P.42 に、 定期講習実施団体の一覧を掲載し ており ま

す。 電気工事業の登録や更新登録、 主任電気工事士の変更等の際、 第一種電気工事士免状をお持

ちの主任電気工事士の方の場合等、 こ の講習を受講し た履歴の確認をいたし ま す。  

違反し た場合 

受講せず、 悪質と 認めら れる 場合には、 第一種電気工事士免状の返納を命ぜら れる こ と があり

ま す。 （ 第 4 条）  
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「 電気工事業法」 における 遵守事項 

電気工事業の登録（ 第 3、 34 条）  

電気工事業を営も う と する 者は、 営業所の所在地を、 その場所に応じ 都道府県知事又は経済産

業大臣の登録を受ける 必要があり ま す。 東京都内のみに営業所を設置する 者は、 東京都が申請先

になり ま す。 東京都及び他の道府県に営業所を設置する 者は、 経済産業省の管轄になり ま す。  

こ こ でいう 営業所と は、 電気工事の施工の管理を行う 店舗のこ と を言いま す。 し たがって、 本

店、 支店、 営業所、 出張所等の名称いかんにかかわら ず、 実態と し て、 その管理の業務を行って

いれば、 営業所に該当し ま す。 ま た、 電気工事の契約の締結、 経営管理等のみを行い、 具体的な

電気工事の施工に関する 管理をすべて下部組織等に行わせている よ う な本店等では、 営業所に該

当し ま せん。  

なお、 電気工事の請負契約は、 電気工事業者以外でも でき ま す。 し かし ながら 、 その電気工事

を施工し う る も のは、 電気工事業者のみです。 電気工事を下請けに出す場合、 その電気工事の施

工は、 電気工事業者が行う 必要があり ま す。 電気工事を請負に出す場合は、 その電気工事を施工

する も のが、 登録電気工事業者、 みなし 登録電気工事業者である かの確認等、 注意が必要です。  

登録の方法は、 建設業者でない場合と 建設業者の場合と で異なり ま す。  

建設業者でない場合は、 登録電気工事業者の登録が必要です。  

建設業者（ 業種は問わない。 ） の場合は、 みなし 登録電気工事業者の登録が必要です。  

違反し た場合 

・ 登録を受けないで電気工事を営んだも のは、 1 年以下の懲役も し く は 10 万円以下の罰金に

処さ れ、 又はこ れを併科さ れま す。 （ 第 36 条）  

・ 届出をせず電気工事業を開始し た建設業者は 2 万円以下の罰金に処さ れま す。 （ 第 40 条）  

• 登録電気工事業者と みなし 登録電気工事業者と を重複し て登録する こ と はでき

ま せん。

• 登録電気工事業者が、 建設業者と なった時は、 登録の効力を失いますので、 登

録電気工事業者の廃止の届出と 、 建設業者と し ての電気工事業の開始の届出が

必要です。

• 建設業者が、 建設業の許可を廃止し た後も 電気工事業を営も う と する 場合は、

みなし 登録電気工事業者の廃止の届出と 、 登録電気工事業者の登録の申請が必

要です。

注意事項
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(1) 建設業者でない場合の登録・ 更新登録の申請（ 第 4 条）  

建設業者でない場合は、 登録電気工事業者の登録が必要です。 登録の有効期間は 5 年間です。

有効期間の満了後引き 続き 電気工事業を営も う と する 場合は、 登録の有効期間の満了の日ま でに

更新登録が必要です。  

登録の申請書類及び添付書類が東京都環境局環境保安課火薬電気担当（ 以下、 「 火薬電気担

当」 と いう 。 ） に到着し 、 書類の内容に不備がなく 、 なおかつ手数料の納付期限内に手数料が納

付さ れたこ と を確認でき た申請は、 登録電気工事業者と し て登録電気工事業者登録簿に登録さ れ

ま す。 登録電気工事業者には「 登録電気工事業者登録証」 を交付し ま す。  

なお、 同じ 者であっても 5 年の更新登録の度に登録番号は変わり ま す。  

ま た、 登録の有効期間の満了の日ま でに更新登録がさ れなかった場合は、 登録が抹消さ れま

す。 登録の抹消後に電気工事業を営も う と する と き は、 改めて、 登録の申請が必要です。  

(2) 建設業者の場合の届出（ 第 34 条）  

建設業者の場合は、 みなし 登録電気工事業者の登録が必要です。 建設業の許可日以降、 法令遵

守事項（ 主任電気工事士等） を満足し た日から 電気工事業を営むこ と ができ ま す。 電気工事業を

開始し た年月日は、 建設業の許可年月日以降、 電気工事業を開始し た日です。  

開始の届出をし ない場合、 罰則の規定があり ま すので、 必ず開始後に遅滞なく 届け出てく ださ

い。  

電気工事業開始届出書の届出書類及び添付書類等が火薬電気担当に到着し 、 かつ書類の内容に

不備がなかった届出は、 みなし 登録電気工事業者と し てみなし 登録電気工事業者登録簿に登録さ

れま す。 みなし 登録電気工事業者には「 登録電気工事業者届出受理通知書」 を交付し ま す。  

• 東京都では、 おおむね半月度に締切日を設け、 締切日毎に登録証の交付・ 発送

日を定めていま す。 詳細は、 東京都環境局のホームページ「 登録証等の交付日

について」 をご覧く ださ い。

（ http s://w w w .ka nkyo .m e tro .to kyo .lg .jp /sa fe ty/e le c tric /e le c tric）

注意事項

• 電気工事業を開始し た日から 起算し て30日以内に届出をお願いし ま す。

お願い

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/electric/electric
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登録電気工事業者登録証の再交付等（ 第 12 条）  

(1) 登録電気工事業者（ 建設業者でない場合）  

登録電気工事業者登録証を汚し 、 損じ 又は失ったと き は、 再交付を受ける こ と ができ ま

す。 再交付に必要な書類等は、 次のと おり です。  

＜申請書類＞ 登録証再交付申請書 

登録証をお持ちの場合、 登録証 

＜添付書類＞ 従前の登録電気工事業者登録証の原本（ 原本をお持ちの場合）  

＜手 数 料＞ 2,200 円 

登録電気工事業者登録証を失ってその再交付を受けた後に、 失った登録電気工事業者登

録証を発見し たと き は、 遅滞なく 、 発見し た登録電気工事業者登録証を返納し なければい

けま せん。  

(2) みなし 登録電気工事業者（ 建設業者の場合）  

登録電気工事業者届出受理通知書は再発行ができ ま せんが、 登録電気工事業者届出済証

明書の交付は可能です。  

  ＜必要書類＞ 電気工事業者届出済証明願 

＜手 数 料＞ 証明書 1 通につき 400 円 

• 登録電気工事業者届出受理通知書は再発行ができ ま せんので大切に保管し てく

ださ い。

• 東京都では、 おおむね半月度に締切日を設け、 締切日毎に登録証の交付・ 発送

日を定めていま す。 詳細は、 東京都環境局のホームページ「 登録証等の交付日

について」 をご覧く ださ い。

（ http s://w w w .ka nkyo .m e tro .to kyo .lg .jp /sa fe ty/e le c tric /e le c tric .h tm l）

• 標識に記載すべき 届出番号及び届出の年月日（ 火薬電気担当が届出書を受理し

た日） は、 登録電気工事業者届出受理通知書によ り お知ら せし ま す。

• みなし 登録電気工事業者における 主任電気工事士に必要な実務経験の有効な期

間は、 届出の年月日以降になり ま す。 （ 建設業の許可年月日から 届出の年月日

ま での間は含ま れま せん。 ）

• 登録電気工事業者が、 建設業者と なった時は、 電気工事業の開始の届出に加え

て、 登録電気工事業者の廃止の届出が必要です。 （ 廃止し た年月日は、 建設業

の許可年月日）

注意事項

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/electric/electric.html
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変更の届出（ 第 10、 34 条）  

登録事項・ 届出事項に変更があったと き は、 変更の届出が必要です。  

届出の方法は、 建設業者でない場合と 建設業者の場合で届出の方法が異なり ま す。  

違反し た場合 

変更の届出をせず、 又は虚偽の変更の届出をし た者は 2 万円以下の罰金に処さ れま す。  

（ 第 40 条）  

(1) 建設業者でない場合の登録事項の変更（ 第 10 条）  

次の事項に変更があったと き は、 変更の日から 30 日以内に変更内容等に応じ て変更の届出が

必要です。  

① 申請者の所在地 

② 氏名、 名称、 法人の組織 

③ 法人の代表者又は役員 

④ 営業所の名称、 所在地、 追加又は廃止 

⑤ 主任電気工事士等 

⑥ 主任電気工事士等の免状の種類 

⑦ 電気工事の種類 

⑧ 承継（ 譲渡・ 相続・ 合併・ 分割）  

(2) 建設業者の場合の届出事項の変更（ 第 34 条）  

次の事項に変更があったと き は、 遅滞なく 変更内容等に応じ て変更の届出が必要です。  

特に、 建設業の許可を更新さ れた際にも 、 変更の届出が必要です。  

① 建設業許可の更新（ ５ 年毎） 、 建設業許可年月日、 許可番号 

② 申請者の所在地（ 登記上）  

③ 氏名、 名称、 法人の組織 

④ 法人の代表者 

⑤ 営業所の名称、 所在地、 追加又は廃止 

⑥ 主任電気工事士等 

⑦ 主任電気工事士等の免状の種類 

⑧ 電気工事の種類 

なお、 変更の届出に際し て、 届出番号の変更や登録電気工事業者届出受理通知書の交付はあり

ま せん。 届出書の正本に加え、 副本及び返信用封筒（ 切手貼付） を添付いただければ、 受付後、

受付印を押印し た副本を返送いたし ま す。  
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廃止の届出（ 第 11、 34 条）  

電気工事業を廃止し たと き は、 廃止の届出が必要です。  

違反し た場合 

廃止の届出をせず、 又は虚偽の届出をし た者は 1 万円以下の過料に処さ れま す。 （ 第 42 条）  

  

• 電気工事業を開始し た日から 起算し て30日以内に届出をお願いし ま す。

お願い
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電気工事業者にかかる 主な業務規制と 義務 

(1) 主任電気工事士の設置（ 第 19 条）  

登録電気工事業者及びみなし 登録電気工事業者は、 一般用電気工作物等に係る 電気工事の業務

を行う 営業所ごと に、 一般用電気工作物等に係る 電気工事の作業を管理さ せる ため、 第一種電気

工事士、 又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後、 経済産業省又は都道府県に登録又は届出

さ れている 電気工事業者の下で、 電気工事に関し 3 年以上の実務の経験を有する 第二種電気工事

士を、 主任電気工事士と し て置く 必要があり ま す。   

第二種電気工事士免状の交付を受けている 者が、 東京都内において主任電気工事士と なる 場

合、 主任電気工事士等実務経験証明書等によ り 電気工事に従事し ていた職歴が証明さ れたと 火薬

電気担当が確認でき た場合のみです。  

ま た、 主任電気工事士が退職等によ り 欠ける に至った場合、 主任電気工事士が欠けた日から 2

週間以内に新たな主任電気工事士を選任し 、 その選任の日（ こ の日を変更のあった日と する 。 ）

から 30 日以内に主任電気工事士の変更の届出をする 必要があり ま す。  

さ ら に、 主任電気工事士は一般用電気工作物等に係る 電気工事業の業務を行う 営業所ごと に置

く 必要があり 、 兼務は認めら れていま せん。  

違反し た場合 

主任電気工事士を選任し なかった者は、 3 万円以下の罰金に処さ れま す。 （ 第 39 条）  

• 証明者は、 被証明者の雇用主又は雇用主であった経済産業省又は都道府県に登

録又は届出さ れている 電気工事業者になり ま す。

• 証明書には、 証明者が法人の場合; 代表者印（ 法務局登録印、 通常は丸印） 、

個人の場合; 認め印が必要です。

• 実務経験と し て認めら れる 期間は、 ①免状交付日以降の期間、 ②証明者が登

録・ 届出さ れている 期間、 ③証明さ れた電気工事に従事し た期間の、 ①～③全て

重複する 期間のみです。

• 建設業者の実務経験の有効期間は、 建設業の許可年月日から ではなく 、 電気工

事業法第34条第4項の届出の年月日以降です。

• 登録電気工事業者が建設業者と なった場合、 建設業の許可年月日から 電気工事

業法第34条第4項の届出の年月日ま での間が、 実務経験の加算対象になら ない空

白の期間になり ま す。

主任電気工事士等実務経験証明書に係る 注意事項
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(2) 主任電気工事士の職務等（ 第 20 条）  

主任電気工事士は、 電気工事によ る 危険及び障害が発生し ないよ う に一般用電気工事の作業の

管理の職務を誠実に行わなければいけま せん。 具体的には、 次のと おり です。  

① 配線図の作成及び変更、 こ れに関与し ない場合はそのチェ ッ ク をする こ と  

② 一般用電気工事が電気工事業法及び電気関係法規に違反し ないよ う に管理する こ と  

(ア ) 電気工事士でないも のが電気工事の作業に従事し ないこ と の監視 

(イ ) 表示のない電気用品の使用の監視 

(ウ ) 危険等防止命令を受けた場合のその遵守義務 

(エ) 電気設備の技術基準の適合性等電気関係法規の遵守 

③ 立入検査を受ける 場合の立会い 

④ 一般用電気工事の検査結果の確認 

⑤ 帳簿の記載上の管理監督 

⑥ その他一般用電気工事に関する 一般的な管理監督 

ま た、 電気工事の作業に従事する 者は、 主任電気工事士の指示に従わなければいけま せん。  

(3) 電気工事士等でない者を 電気工事の作業に従事さ せる こ と の禁止（ 第 21 条）  

電気工事業者は、 電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事さ せてはいけま せん。  

① 第一種電気工事士でない者を自家用電気工作物に係る 電気工事の作業に従事さ せてはいけ

ま せん。  

② 第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工作物等に係る 電気工事の

作業に従事さ せてはいけま せん。  

③ 当該特殊電気工事に係る 特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている 者でない者を特殊

電気工事の作業に従事さ せてはいけま せん。  

④ 認定電気工事従事者認定証の交付を受けている 者を簡易電気工事の作業に従事さ せる こ と

ができ ま す。  

違反し た場合 

・ 第 21 条の規定に違反し たと き 、 登録を取り 消し 、 又は 6 か月以内に期間を定めてその業務

の全部若し く は一部の停止が命じ ら れる こ と があり ま す。 （ 第 28 条）  

・ 第 21 条の規定に違反し て電気工事を請け負わせた者は、 3 カ月以下の懲役若し く は 3 万円

以下の罰金に処し 、 又はこ れを併科さ れま す。 （ 第 37 条）  
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(4) 電気工事を請け負わせる こ と の制限（ 第 22 条）  

電気工事業者は、 請け負った電気工事を当該電気工事に係る 電気工事業を営む電気工事業者で

ない者に請け負わせてはいけま せん。  

電気工事業者が、 電気工事業を下請けに出す場合、 必ず当該電気工事に係る 電気工事業を営む

電気工事業者に下請けさ せる 必要があり ま す。  

違反し た場合 

第 22 条の規定に違反し て電気工事を請け負わせた者は、 3 カ月以下の懲役若し く は 3 万円以

下の罰金に処し 、 又はこ れを併科さ れま す。 （ 第 37 条）  

(5) 電気用品の使用の制限（ 第 23 条）  

電気工事業者は、 電気用品安全法に基づく 表示（ PSE マーク ） が付さ れている 電気用品でな

ければ、 こ れを電気工事に使用し てはいけま せん。  

 

  

特定電気用品 特定電気用品以外の電気用品 

図 3 電気用品安全法に基づく 表示（ PSE マーク ） の例 

 

違反し た場合 

・ 所定の表示のない電気用品を使用し た者は、 10 万円以下の罰金に処せら れま す。 （ 第 38 条）

・ 電気用品安全法第 28 条第 1 項違反（ 1 年以下の懲役も し く は 100 万円以下の罰金に処せら

れる 。 ） と の両罰規定の適用を受ける 場合があり ま す。  
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(6) 器具の備付け（ 第 24 条）  

電気工事業者は、 その営業所ごと に、 次の器具を備え付けなければいけま せん。  

一般用電気工事のみの業務を 行う  

営業所 

①絶縁抵抗計 

②接地抵抗計 

③抵抗及び交流電圧を測定する こ と ができ る 回路計 

自家用電気工事の業務を行う 営業所 

①絶縁抵抗計 

②接地抵抗計 

③抵抗及び交流電圧を測定する こ と ができ る 回路計 

④低圧検電器 

⑤高圧検電器 

⑥継電器試験装置 

⑦絶縁耐力試験装置 

（ ⑥と ⑦は、 必要なと き に使用し 得る 措置が講じ ら れ

ている も のを含む。 ）  

 

違反し た場合 

器具を備えなかった者は、 3 万円以下の罰金に処せら れま す。 （ 第 39 条）  
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(7) 標識の掲示（ 第 25 条）  

電気工事業者は、 営業所及び電気工事の施工場所（ 1 日で電気工事が完了する 場合を除く 。 ）

の見やすい場所に次の例になら った標識を掲示し なければいけま せん。  

 

 

 

 

違反し た場合 

標識を掲げない者は、 1 万円以下の過料に処せら れま す。 （ 第 42 条）  

• 更新登録をし た場合は、 新し い登録番号・ 登録の年月日に書き 直し てく ださ い。

• 標識の記載事項に変更があった時は、 変更内容の書き 直し てく ださ い。

お願い

40cm 以上 

35 

cm  

登 録 電 気 工 事 業 者 登 録 票 

登 録 番 号 

登 録 の 年 月 日 

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 の 氏 名 

営 業 所 の 名 称 

電 気 工 事 の 種 類 

主任電気工事士等の氏

 

東京都知事登録第 0000000 号 

令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 

株  式  会  社  ○  ○  電  気 

東 京 太 郎 

株式会社○○電気 東京支店 

東 京  次 郎 

 

［ 登録電気工事業者の標識の例］  

40cm 以上 

35 

cm  

登 録 電 気 工 事 業 者 届 出 済 票 

届 出 先 

届 出 の 年 月 日 

氏 名 又 は 名 称 

代 表 者 の 氏 名 

営 業 所 の 名 称 

電 気 工 事 の 種 類 

主任電気工事士等の氏

 

東京都知事届出第 0000000 号 

令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 

株  式  会  社  ○  ○  電  気 

東 京 太 郎 

株式会社○○電気 東京支店 

東 京  次 郎 

 

［ みなし 登録電気工事業者の標識の例］  
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(8) 帳簿の備付け、 記載及び保存（ 第 26 条）  

電気工事業者は、 営業所ごと に帳簿を備え、 電気工事ごと に次に掲げる 事項を記載し なければ

いけま せん。 こ の帳簿は、 記載の日から 5 年間保存し ておかなければいけま せん。  

① 注文者の氏名又は名称及び住所 

② 電気工事の種類及び施工場所 

③ 施工年月日 

④ 主任電気工事士等及び作業者の氏名 

⑤ 配線図 

⑥ 検査結果 

違反し た場合 

所定の事項を記載せず、 虚偽の記載をし 、 又は帳簿の保存をし なかった者は、 1 万円以下の過

料に処せら れま す。 （ 第 42 条）  

自家用電気工事のみに係る 電気工事業を営む場合 

自家用電気工事のみに係る 電気工事業を営も う と する 者は、 営業所の所在地の場所に応じ 都道

府県知事又は経済産業大臣に、 自家用電気工事のみに係る 電気工事業の開始の通知をする 必要が

あり ま す。 東京都内のみに営業所を設置する 者は、 東京都に申請し てく ださ い。 東京都及び他の

道府県に営業所を設置する 者は、 経済産業省に申請し てく ださ い。  

自家用電気工事のみに係る 電気工事業の開始の通知の方法は、 建設業者でない場合と 建設業者

の場合と で異なり ます。  

建設業者でない場合（ 通知電気工事業者） は、 事業を開始し よ う と する 日の 10 日前ま でに、

電気工事業開始通知書によ る 通知が必要です。  

建設業者の場合（ みなし 通知電気工事業者） は、 電気工事業を開始し たと き は、 遅滞なく 通知

をする 必要があり ます。  

• 第二種電気工事士免状し かお持ちでない方は、 自家用電気工事はでき ま せん。

• 一般用電気工事に係る 電気工事業を営む場合は、 登録電気工事業者又はみなし

登録電気工事業者の登録をし てく ださ い。

• 通知をさ れた際などに、 自家用電気工事を行う こ と ができ る のか、 一般用電気

工事を行う こ と はないのか、 等を確認さ せていただく 場合があり ま す。

注意事項
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ま た、 通知に係る 事項に変更があった場合や電気工事業を廃止し た場合は、 登録電気工事業者

又はみなし 登録電気工事業者の規程を準用し て、 通知する 必要があり ま す。  

違反し た場合 

（ 開始・ 変更）  

通知をせず、 又は虚偽の通知をし た者は 2 万円以下の罰金に処さ れま す。 （ 第 40 条）  

（ 廃止）  

通知をせず、 又は虚偽の通知をし た者は、 1 万円以下の過料に処せら れま す。 （ 第 42 条）  

自家用電気工事のみに係る 電気工事業を営む場合であっても 、 電気工事業者になり ま すので、

前述の「 電気工事業者にかかる 主な業務規制と 義務」 がかさ れま す。  
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電気工事業関係の相談・ 問合せ先 
 

営業所が複数の都道府県にま たがる 電気工事業の申請などの問合せ 

 

経済産業省商務情報政策局                 〒100-8986     ℡03 (3501 )1742  

商務流通保安グ ループ 電力安全課           東京都千代田区霞ヶ 関１ －３ －１  

 
経済産業省                       〒330-9715     ℡048 (600 )0387  

    関東東北産業保安監督部電力安全課         埼玉県さ い た ま 市中央区新都心１ －１  

  さ い た ま 新都心合同庁舎第１ 号館  

 

電気工事士免状の交付申請などの問合せ 
 
（ 委託先）  

東京都電気工事工業組合 本部事務局    〒104-0045   ℡03 (6374 )8211  

 （ 電気工事士免状関係）          東京都中央区築地３ －４ －１ ３  

＊ 委 託 業 者 に つ い て は 年 度 末 に Ｈ Ｐ で お 知 ら せ し ま す 。   電気工事会館２ 階  

 

近隣県の電気工事業の登録申請などの問合せ 

 
埼玉県危機管理防災部化学保安課             〒330-9301     ℡048 (830 )8435  

                埼玉県さ い た ま 市浦和区高砂 3-15-1  

 
千葉県防災危機管理部産業保安課             〒260-8667     ℡043 (223 )2722  

                千葉県千葉市中央区市場町１ －１  

 
神奈川県く ら し 安全防災局防災部             〒231-8588     ℡045 (210 )3475  

消防保安課                        神奈川県横浜市中区日本大通１  

 

建設業許可申請などの問合せ 

 

東京都都市整備局市街地建築部建設業課       〒163-8001     ℡03 (5388 )3353～5  

        東京都新宿区西新宿２ －８ －１  

                                          都庁第二本庁舎３ 階南側  

 

電気工事士試験などの問合せ 

 

一般財団法人電気技術者試験セ ン タ ー          〒104-8584     ℡ 03 (3552 )7691  

         東京都中央区八丁堀２ －９ －１  

     Ｒ Ｂ Ｍ東八重洲ビ ル８ 階  

 

 

第 2 章 連絡先等 
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電気工事業に関する 教育・ 情報・ 資料などの問合せ 

 

東京都電気工事工業組合                       〒104-0045     ℡03 (35 42 )7301㈹  

              東京都中央区築地３ －４ －１ ３  

 

第一種電気工事士の定期講習などの問合せ 

 

最新の 定期講習実施団体は 、 経済産業省の ホ ーム ページ 「 第１ 種電気工事士の 講習実施

機関一覧」 を ご 覧く だ さ い 。  

（ h t tp s: //w w w . m et i . g o . j p /p ol i cy /sa fet y _ secu r i t y /i n d u st r i a l _ sa fet y /sa n g y o/e l ect r i c/d et a i l /k oj i _ k osh u . h tm l ）  

 
一般財団法人電気工事技術講習センター         〒105-0004     ℡03 (3435 )0897  

      東京都港区新橋４ －７ －２  

 ６ 東洋海事ビ ル４ 階  

 
株式会社日建学院                   〒171-0014     ℡03 (3988 )1175  

第一種電気工事士定期講習本部事務局    東京都豊島区池袋２ －３ ８ －２  

 
株式会社総合資格学院法定講習センター        〒160-0023     ℡03 (3340 )3081  

電気講習係                  東京都新宿区西新宿１ －２ ６ －２  

 
株式会社テスト イベント 企画              〒104-0061     ℡03 (6263 )8454  

                       東京都中央区銀座６ －４ －８ －９ ０ ４  

 

 

 

こ れ だ け は 知 っ て お き た い  

電気工事業を 営む皆さ ん の 手引き （ 令和６ 年 10 月改訂版）  

                                   

 

 

編集・ 発行   東京都環境局環境改善部環境保安課火薬電気担当  

            〒163-8001   東京都新宿区西新宿 2-8-1  

            ℡03 (5388 )3553（ ダ イ ヤ ルイ ン ）  

 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/koji_koshu.html

